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第３章 工事関係用紙類 

 

様式１    給水装置工事申込書（表面） 

様式１    給水装置工事申込書（裏面） 

様式１－２  給水装置工事申込書（続き用紙）（表面） 

様式１－２  給水装置工事申込書（続き用紙）（裏面） 

様式１－３  給水装置工事水質検査（続き用紙）  

様式２    給水装置工事に伴うメータ異動票 

様式２－２  給水装置工事に伴うメータ異動票（続き用紙） 

様式３    給水装置工事しゅん工図面（表面） 

様式３    給水装置工事しゅん工図面（裏面） 

様式３－２  給水装置工事しゅん工図面  誓約・同意事項等 

様式４    給水装置所有者代理人（選定・変更）届  

様式５    給水装置所有者総代理人（選定・変更）届 

様式６    給水装置所有者（名義・住所）変更届  

様式７    開始、中止、異動、届出書  

様式８    浄活水器等の設置条件承諾書  

様式９    分担金減免申請書 

様式１０   振込依頼書 

様式１１   給水装置工事費等納入通知書  

様式１２   特例直結直圧式給水事前調査申込書  

様式１３   特例直結直圧式給水条件承諾書（表面） 

様式１３   特例直結直圧式給水条件承諾書（裏面） 

様式１４   維持管理誓約書 

様式１５   給水方式の特例適用条件承諾書（同意書） 

様式１６   受水槽設置通知書 

様式１７   受水槽撤去通知書 

様式１８   現地調査表（表面） 

様式１８   現地調査表（裏面） 

様式１９   大阪ガス（株）のＦＡＸ送付・回答書 

様式２０   大阪ガス（株）並びに他企業の工事施工通知書  

様式２１   給水装置工事に伴う道路掘削及び路面復旧に関する履行誓約書  

様式２２   給水装置工事跡舗装復旧完成報告書 

様式２３   給水装置工事申込取消届  

様式２４   水道管理図閲覧・概要説明申込書  

様式２５   給水装置工事しゅん工図書交付申請書  

様式２６   穿孔講習会修了者の取り扱い中止の届  

様式２７   配水管分岐合議書 

様式２８   分担金徴収算定書 

様式２９   給水装置工事改善指示書  
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様式１ 給水装置工事申込書（表面） 

電  話

否要インボイス発行

内部工事

表・内部工事

専 用

郵便番号

□ □

受

水

槽

（

設

置

・

撤

去

）

通

知

書

□

上記工事が施工される家屋は私の所有に相違ありません。

共 用・私設消火栓

□ □

維

持

管

理

誓

約

書

□

-

号

申 込 者

（所有者）

□ □

工事場所

住 所
家屋所 有者

住所

代表者氏名

（指定給水装置工事事業者）

（必要な提出書類）

水

理

計

算

書

出

水

不

良

誓

約

書

□□

氏 名

工 事 請 負 者

委　 　　任　 　　状

）〔電話〕

指定番号 第 号

号

（ -

給水装置の管理について（概略）
　1　給水装置は所有者又は使用者が維持管理し、これらに要した費用は所有者又は使用者の負担です。（条例第17条）

　2　受水槽以下の給水設備も建物の所有者や使用者で管理することになっていますので、常に清潔に管理して下さい。（条例第36条の２、第36条の３）

　　 なお、水道事業に伴うにごり水の流入防止についても、所有者や使用者の管理になりますので、バルブの開閉は所有者や使用者で行って

　　 いただきます。

　3　配水管の布設等で給水装置の接合替工事が必要とするときは、使用者又は所有者の申込みがなくても市が施行します。

　　 これに要する費用は原因者が負担します。（条例第18条）

　　 なお、くわしいことは東部水道センターにお尋ね下さい。

　　 工事完成後は、配管図面等を指定給水装置工事事業者から受領し、管理に役立つよう保管して下さい。

 主任技術者

 直結増圧方式

分岐・撤去資格者が所属する指定給水装置工事事業者名

給水装置工事技術振興財団全国標準課程

□分岐穿孔講習受講済区分

第

□

分岐・撤去資格者氏名

次の注意事項をよくお読みの上、申込書に記入し手続きをして下さい。
　1　家屋新築改築等に伴う給水装置工事をお申込みの場合は、建築確認申請受領票又は建築確認通知書の提示をお願いいたします。

　2　別紙の同意又は誓約事項は、所有者に熟知してもらって下さい。

　　 これらの同意・誓約事項はしゅん工届（図）に添付します。（大阪市水道事業給水条例第11条第2項・同施行規程第13条）

　3　同意事項で後日利害関係人その他から異議が生じても、当局はその責任を負いません。

　4　裏面の工事費概算額（市納金）については、工事が「しゅん工」した後清算いたしますので、追徴又は還付金が生じることがありますから、

　　 あらかじめご了承願います。（条例第15条第3項）

  5  分岐・撤去資格者については、配水管等からの分岐穿孔・撤去を施工する際に記載すること。また、指定給水装置工事事業者名については、分岐

　　 ・撤去資格者の所属する指定給水装置工事事業者と工事請負者（指定給水装置工事事業者）が異なる場合に記載すること。

     分岐せん孔講習受講済み区分の該当する□にレ印を記入し、該当する講習内容に○をつけてください。

　6  給水装置の所有者が市外居住者であっても、大阪市水道事業給水条例における一切の処理が所有者において、可能である場合は、大阪市水道事業

　　 給水条例第7条に定める、代理人届の提出は不要とする。

　7　給水装置工事の完成後、申込者が所有者となる場合は名義変更届は不要とする。

　8　分担金、手数料について、条例の定めに従い納付して下さい。（大阪市水道事業給水条例第33条の2、第34条）

当局穿孔講習（甲型分水栓、耐震防食型分水栓、割T字管）

給水装置工事技術振興財団地域オプション（甲型分水栓）

第

改 造□

大阪水道総合サービス穿孔講習（耐震防食型分水栓、割T字管）給水装置工事振興財団認定の配管技能者

□

□

郵便番号

□

申込番号

□栓　　種

□

□ 新 設 増 設

□

□

住　所

家屋所有者

氏　名

□ □

□

工　　種 □

撤 去□

水栓番号 専

申込月日　  　 　年 　　月 　　日

　上記場所の給水装置工事の申込、施工ならびに工事費の予納および精算による追徴金の納入又は還付金の収

受その他工事施行に関する一切の事項を下記水道工事請負業者（指定給水装置工事事業者）に委任します。

□  給水装置工事申込書
 　 大 阪 市 水 道 局 長 様

□

私

有

地

給

水

管

埋

設

同

意

書

分

岐

同

意

書

区

　私（工事申込者）は、次のとおり給水装置工事を申し込みます。

　この給水装置工事を申し込むにあたり、大阪市水道事業給水条例及び関連規程を守るとともに、第三者か

ら異議の申立てを受けたときには、私方で責任をもって解決します。

表工事

特

例

直

結

直

圧

式

給

水

条

件

承

諾

書

フリガナ

建物の名称

 共同住宅

□  特例直結直圧方式

□  受水槽方式

□

 一般住宅

給水方式

標準型 □ 多段型

□

□  店舗付共同住宅

□  事務所

□

免状番号

□ ３階

□
指定番号

□  直結直圧方式

／

借　家　人

号

２階以下 □

延建築面積 ｍ２

□  鉄筋又

建物構造 階層

□  木　造 地上

用　　途

-

 は鉄骨 地下

委　任　者 氏　名　
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様式１ 給水装置工事申込書（裏面）  

  年　月　日 確認

：T3800020001472

③ 円

登録番号大阪市水道局

4,920円

消費税対象合計

収入

通知番号

しゅん工

増 納 額 円

円

③ 市 納 金 総 額 円

①

9,840

1,480 円 収入円

確認

千円

建
築
確
認

有

・

無

月　　日

受　領　票

通　知　書

指導課連絡

道路種別 　□市認定道路　　□国道　　□私道　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　

円 円

断 水 費 （ 消 費 税 含 む ）

分 担 金 納 付 年 月 日

円 5,900 円

2,950
領収番号

設計審査手数料

要

④

収入

収入② しゅん工検査手数料 4,220

円還 付 金 ・ 追 徴 金

不要  既設建物・工事用・（　　　　　　　　　　） 　（適用）

月　　日

差引

清 算 額 円

事 務 検 査 費

　水道局施工の工事費

円

請負工事費（消費税含む） 円

総 額

月 日

清　　　算

（令和　　　年　　　月　　　日　　　）

④ 円

円

円

年

還 付 金 ・ 追 徴 金 円

設　　　計

（令和　　　年　　　月　　　日　　　）

円

消費税

請負工事費（消費税抜き）

合計(消費税抜き:10％対象)

円

円

円

断水費（消費税抜き）

総合計（消費税含む）

分担金（消費税抜き）

円

円

円

円

円

円

円

円
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様式１－２ 給水装置工事申込書（続き用紙）（表面） 

（建物の名称： ）

主　　要　　使　　用　　材　　料

管　　種 口径 延長 名　　称

延長口径 延長 管　　種 口径

提

出

書

類

撤

　

　

去

管　　種

　住　　　　所

　氏名又は名称

　代表者氏名

（注１）摘要欄に記入出来ない誓約・同意事項等、主要材料（管類・器具・異形管「鋳鉄管のみ」・他は省略）等は別紙に記載のうえ添付してください。

掘削申請番号（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

大きさ 数量

号）

布

　

　

設

□

申　込

年月日

現場付近略図

（ ） -

指定給水装置工事事業者（指定番号第

〔電話〕

摘　　要
新設 改造 増設 撤去

給 水 装 置 工 事 申 込 書 （ 続 き 用 紙 ） 図面番号

調　　　　定　　　　番　　　　号 栓種 水栓番号
工　　　種

　　　年　　　月　　　日
申　込

番　号

（ ） -

通　水

年月日
　　　年　　　月　　　日

しゅん工

年月日

申込者

（所有者）

（フリガナ）

住所・氏名

〔電話〕

　　　年　　　月　　　日

工 事

場 所

区

承

　

　

　

　

　

認

備

　

　

考

　

　

欄

名　　　　称

水栓番号札

メ　ー　タ

大きさ 設計数量 仮出数量 使用数量 戻入数量

道　路

種　別

□ 認定道路

□ 未認定道路

□

□

国　　道

□

分岐同意書

水理計算書

□

□

私有地給水管埋設同意書

出水不良誓約書

□

□

維持管理誓約書 □

□

受水槽（設置・撤去）通知書 □ 特例直結直圧式給水条件承諾書

□
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様式１－２ 給水装置工事申込書（続き用紙）（裏面） 

図　　面　　確　　認
業務責任者しゅん工検査　業務受注者

ガスピット及びバルブピット

水栓番号（　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　㎎/ｌ

雨水升

Ｓ

 口径　　　　　mm

工水管　　　　有・無

水

質

検

査

□

□

□

□

□

上水管　　　　　　口径　　　　　mm

工水管　　　　有・無

係　員

直結増圧式 標準型・多段型

受水槽式

水栓番号（　　　　　　　　　　　　） 水栓番号（　　　　　　　　　　　　）

工水管　　　　有・無

２階以下

３階 審　査
給　水

方　式

直結直圧式

上水管　　　　　　口径　　　　　mm 上水管　　　　　　口径　　　　　mm

４階・５階特例直結直圧式

　　　　　　㎎/ｌ

 口径　　　　　mm

工

　

事

　

特

　

記

　

又

　

は

　

注

　

意

　

事

　

項

Ａ水道空気弁各種工作物

記　　　号

塩素濃度　　　有・無

　　　　　　㎎/ｌ

水道制水弁 電気（マンホール） 電話（マンホール） 下水（マンホール）

Ｔ．Ｐ電柱（電気）

 口径　　　　　mm

掘削図

Ｇ

＆Ｅ．Ｐ

塩素濃度　　　有・無

電柱（電話）

Ｅ

Ｈ

Ｔ

塩素濃度　　　有・無

水道消火栓

Ｖ
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様式１－３ 給水装置工事水質検査(続き用紙) 

※工事場所

代表者氏名

（３）最終は、しゅん工図面に添付し保管する。

（２）※は申込者（指定給水装置工事事業者）で記入してください。

（１）本申込で複数の給水装置がある場合に提出して下さい。

有・無

有・無 ／
　午前
　　　　　時　　分
　午後

有・無

有・無 ／
　午前
　　　　　時　　分
　午後

有・無

有・無 ／
　午前
　　　　　時　　分
　午後

有・無

有・無

有・無

有・無 ／
　午前
　　　　　時　　分
　午後

／
　午前
　　　　　時　　分
　午後

／
　午前
　　　　　時　　分
　午後

有・無

有・無

有・無 ／
　午前
　　　　　時　　分
　午後

有・無

有・無

塩素濃度
工水管 施工日時 従事者

有・無

図面 施工

有・無

有・無

有・無 ／
　午前
　　　　　時　　分
　午後

／
　午前
　　　　　時　　分
　午後

有・無

有・無 口径　mm 月日 時間

／
　午前
　　　　　時　　分
　午後

水栓番号
上水管

口径　mm

〔
申込

番号
日

氏名

※申込者（所有者）

住所

区

給水装置工事水質検査（続き用紙） 年

※指定給水装置工事事業者

月 〕
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様式２ 給水装置工事に伴うメータ異動票 

 

氏名

電話

指定番号

区

代表者氏名

※

指定給水装置工事事業者

給水装置工事に伴うメータ異動票
 
 
（新設 ・ 改造 ・ 増設 ・ 撤去）

(1)　※は申込者（指定給水装置工事事業者）で記入してください。

日 申込番号：

検査結果

（ ）申込月日： 年 月

※

担当者

工事場所
申込者

（所有者）

３ １ １ ００

メータ区分 施行区分 工種 業者

完成年月日

メータ取付・取外し表

１

使用者名（フリガナ） 水　　栓　　番　　号

栓　種

調　　定　　番　　号

△ △

異動理由 Ｍ種別 Ｍ口径 Ｍ番号 検　　満 指示数

△ △

（備考）

△ △ △ △

メータ設置位置給水方式 ﾒｰﾀ止水栓

△

△△

△ △ △

△

指示数

２

使用者名（フリガナ） 水　　栓　　番　　号

栓　種 給水方式 ﾒｰﾀ止水栓

△ △

３

使用者名（フリガナ） 水　　栓　　番　　号

Ｍ口径

△ △ △ △

（備考）

△

異動理由 Ｍ種別 Ｍ番号 検　　満

△

△ △ △

給水方式 ﾒｰﾀ止水栓栓　種

△

メータ設置位置

△ △ △

△

△ △

Ｍ口径 Ｍ番号 検　　満 指示数

メータ設置位置 （備考）

△

△

調　　定　　番　　号

△

- -

調　　定　　番　　号

年 月

Ｍ種別異動理由

日
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様式２－２ 給水装置工事に伴うメータ異動票（続き用紙） 

 

△

栓　種 給水方式 ﾒｰﾀ止水栓 メータ設置位置 （備考）

△ △

△ △

指示数 調　　定　　番　　号

△ △

異動理由 Ｍ種別

△ △

Ｍ口径 Ｍ番号 検　　満

栓　種 給水方式

△

ﾒｰﾀ止水栓 メータ設置位置 （備考）

△ △

△ △ △ △

△

△ △ △ △

△ △

使用者名（フリガナ）

△

水　　栓　　番　　号

△

△ △

△ △

△

△

△

（備考）

△ △ △

栓　種

△ △

給水方式 ﾒｰﾀ止水栓 メータ設置位置

Ｍ口径

△

異動理由 Ｍ種別 Ｍ口径

△

Ｍ番号 検　　満 指示数 調　　定　　番　　号

調　　定　　番　　号

△ △

異動理由 Ｍ種別 Ｍ口径 Ｍ番号 検　　満 指示数使用者名（フリガナ） 水　　栓　　番　　号

栓　種 給水方式 ﾒｰﾀ止水栓 （備考）

使用者名（フリガナ） 水　　栓　　番　　号 異動理由 Ｍ種別

△ △

△ △

メータ設置位置

△ △

△

△ △

（備考）

△

△ △

調　　定　　番　　号

△ △

Ｍ番号 検　　満 指示数使用者名（フリガナ） 水　　栓　　番　　号

△

使用者名（フリガナ） 水　　栓　　番　　号

栓　種 給水方式 ﾒｰﾀ止水栓 メータ設置位置

△ △

△ △

給水装置工事に伴うメータ異動票（続き用紙）　（新設 ・ 改造 ・ 増設 ・ 撤去）

日 申込番号： （ ）申込月日： 年 月

メータ取付・取外し表
Ｍ口径 Ｍ番号 検　　満異動理由 Ｍ種別 調　　定　　番　　号指示数



3‐9 

 

様式３ 給水装置工事しゅん工図面（表面） 

〔電話〕 （ ） -

給 水 装 置 工 事 し ゅ ん 工 図 面 図面番号

調　　　　定　　　　番　　　　号 栓種
工　　　種

水栓番号 摘　　要
新設 改造 増設 撤去

申　込

年月日

　

　私は、 本給水装置工事におけるしゅん工図面を提出するにあたり、水道法25条の４第３項に定められた給水装置工事主任技術者の職務であ

る次の事項を確認しております 。

　　1  給水装置の構造及び材質は、水道法施行令第6条に適合しております。

　　2  水圧試験(試験水圧1.75Mpa   1分間以上保持)の結果、問題はありませんでした。

□ 未認定道路 □

口径 延長

提出書類

□ □

区

□

氏名

主
任

技
術
者

管　　種

（注２）摘要欄に記入出来ない誓約・同意事項等、主要材料（管類・器具・異形管「鋳鉄管のみ」・他は省略）等は別紙に記載のうえ添付してください。

（注１）誓約・同意事項等の記名は、工事申込者から受けること。

掘削申請番号（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

布
　

　

設

現場付近略図

　氏名又は名称

　代表者氏名

  　　　　年　　　　月　　　　日
申　込

番　号

完　成

年月日
　　　　年　　　　月　　　　日

（注４）給水装置工事の完成後、申込者が所有者となる場合は名義変更届は不要とする。

申込者

（所有者）

（フリガナ）

住所・氏名

指定給水装置工事事業者（指定番号第

道路

種別

認定道路 国　　道□

（注３）給水装置の所有者が市外居住者であっても、大阪市水道事業給水条例における一切の処理が所有者において、可能である場合は、大阪市水道事業給水条例第7条に定める、代理人の提出

　　　　は不要とする。

名　　称

号）

大きさ 数量 管　　種 口径

水

理

計

算

書

□ □

□

（ ）

主　　要　　使　　用　　材　　料

延長

□

私

有

地

給

水

管

埋

設

同

意

書

分

岐

同

意

書

維

持

管

理

誓

約

書

□ □

-

□ 借家人

□
特

例

直

結

直

圧

式

給

水

条

件

承

諾

書

撤
　

　

去

出

水

不

良

誓

約

書

□

（建物の名称： ）

　住　　　　所

〔電話〕

工 事
場 所

家屋所有者

受

水

槽
（

設

置

・

撤

去
）

通

知

書
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様式３ 給水装置工事しゅん工図面（裏面） 

 

業務責任者

検査結果

しゅん工検査　業務受注者

  １．大阪市水道事業給水条例第18条に基づき、配水管の移転その他の理由によって接合替工事など給水装
　　置に変更を加える工事が必要になったときは、市が施行することを承諾します。

　  ２．私の給水装置所有権移転の際には上記で私が記名した事項を引き続き、継承者に遵守させます。

工事申込者氏名

　
　誓約・同意事項等
　下記の誓約・同意事項１～２について、該当する内容を確認したうえで記名してください。（必須）

                   口径　　　　　mm 　                    口径　　　　　mm 　

水栓番号（　　　　　　　　　　　　） 水栓番号（　　　　　　　　　　　　）

上水管　　　　 　口径　　　　　mm

塩素濃度　　　有・無

工水管　　　　有・無

　　　　　　㎎/ｌ

塩素濃度　　　有・無

　　　　　　㎎/ｌ　　　　　　㎎/ｌ

塩素濃度　　　有・無

再

検

査  　　年　　月　　日しゅん工

　  　年　　月　　日受理
しゅん

工検査

水

質

検

査                    口径　　　　　mm 　

上水管　　　　 　口径　　　　　mm

直結増圧式 標準型・多段型

受水槽式

水栓番号（　　　　　　　　　　　　）

工水管　　　　有・無

□

□

上水管　　　　 　口径　　　　　mm

工

事

の

履

歴

や

特

記

又

は

注

意

事

項

工水管　　　　有・無

４階・５階
給　水

方　式

直結直圧式
２階以下 □

特例直結直圧式 □

３階 □
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様式３－２ 給水装置工事しゅん工図面 誓約・同意事項等 

 

 誓約・同意事項等

※各項目を確認し、はい・いいえのどちらかを〇で囲んでください。

1 はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

3 はい いいえ

4 はい いいえ

5 はい いいえ

6 はい いいえ

工事申込者  氏名

　　　

給水装置所有者 住所

氏名

電話

【３ではいを選択した場合のみ記入】

2

 土地所有者の同意書を提出します。

【全員必須】
私の給水装置所有権移転の際には上記で私が記名した事項を引継ぎ、継承者に遵守
させます。

 【水道局から指示があった場合】
将来、出水不良等の不具合が生じた場合は、市の指示のとおり改良工事を施行すること
を誓約するとともに、私の責任において解消します。

【給水装置を工事申込者以外の方が所有する給水装置から分岐する場合】
この分岐により出水不良等の不具合が生じた場合は、市の指示のとおり改良工事を施
行することを誓約するとともに、私の責任において解消します。

【給水装置を工事申込者以外の方が所有する給水装置から分岐する場合】
今回申込の給水装置工事について、私の所有する給水装置（専　　　　　　　　 号）から
の分岐を承諾します。また、この分岐により不具合が生じた場合は、その解消に協力し
ます。なお、給水装置所有権移転の際には同事項を引継ぎ、 継承者に遵守させます。

 様式３－２  給水装置工事しゅん工図面  誓約・同意事項等

【全員必須】
大阪市水道事業給水条例第18条に基づき、配水管の移転その他の理由によって接合
替工事など給水装置に変更を加える工事が必要になったときは、市が施行することを承
諾します。

 【給水装置を工事申込者以外の方が所有する土地に埋設する場合】
給水装置（ボックス類を含む）の設置のための土地所有者の同意は、既に得ています。
上記土地所有者を含む利害関係人その他の者から異議があった場合には、すべて私
の責任において解決します。

   　　年　　月　　日

 下記の誓約・同意事項１～６について、該当する内容を確認したうえで記名してください。
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様式４ 給水装置所有者代理人（選定・変更）届  

 

給 水 装 置 所 有 者 代 理 人 （ 選 定 ・ 変 更 ） 届

給　水　装　置
所　　在　　地

区

水　栓　番　号
専
用

共
用

代 理 人 氏 名 新 旧

　　大　阪　市　水　道　事　業　給　水　条　例　に　よ　る　代　理　人　を　上　記　の　と　お

　り　（　選　定　・　変　更　）　い　た　し　ま　す　の　で　お　届　け　し　ま　す　。

　　　年　　　月　　　日　　

　給　水　装　置　所　有　者

住　　　所

氏　　　名

電　　　話

電　　　話

　大　阪　市　水　道　局　長

　代　理　人

住　　　所

氏　　　名
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様式５ 給水装置所有者総代理人（選定・変更）届  

 

電　　　話

　給　水　装　置　所　有　者

代 理 人 氏 名 旧

　大　阪　市　水　道　事　業　給　水　条　例　に　よ　る　総　代　理　人　を　上　記　の　と　お

り　（　選　定　・　変　更　）　い　た　し　ま　す　の　で　お　届　け　し　ま　す　。

　大　阪　市　水　道　局　長

　総　代　理　人

給 水 装 置 所 有 者 総 代 理 人 （ 選 定 ・ 変 更 ） 届

新

共
用

　　　　　年　　　月　　　日　　

給　水　装　置
所　　在　　地

区

専
用

水　栓　番　号

住　　　所

氏　　　名

住　　　所

電　　　話

氏　　　名

住　　　所

氏　　　名

電　　　話

氏　　　名

住　　　所

電　　　話
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様式６ 給水装置所有者（名義・住所）変更届 

　

　 電　話

申　込　者

氏　名

氏　名

旧

　大　阪　市　水　道　局　長　様

住　所

　　次のとおり変更しましたからお届けします。

　     　年　　月　　日

区

水　　栓
番　　号

所有権
移　転
年月日

給 水 装 置 所 有 者 （ 名 義 ・ 住 所 ） 変 更 届

新

住　所

旧

新

　　　年　　　月　　　日　　

所　　有　　者　　氏　　名所　　有　　者　　住　　所

専用第

　備考（変更理由及び連著不能の場合の理由）

　

給　水　装　置
所　　在　　地

電　話

提
出
者

住　所
氏　名
電　話

号
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様式７ 開始、中止、異動、届出書 

※お客さま（名義）変更の場合は、旧お客さまの債務（料金）を継承することとなりますのでご注意ください。 営特3-380

※お客さま（名義）変更の場合は、旧お客さまの債務（料金）を継承することとなりますのでご注意ください。 営特3-380

戸

　１　旧住所 　２　旧調定番号

大阪市の水道は「大阪市水道事業給水条例」、「大阪市水道事業給水条例施行規程」が契約の内容となります。条例等の内容はホームページより確認できます。

そ の 他

　住所

7

クレジットカー

ド決済（継続

払い）継続

　フリガナ

　氏名
電話

　※ご注意：次の場合は該当箇所に必ずご記入ください。

1　法人の場合は、社名・代表者名

2　納入通知書送付先がご使用場所と異なる場合

3　アパート・マンショ ンの場合は住宅名等

4　届出者がご本人以外の場合

備　考

共　同　住　宅

入居戸数変更
増数

戸

減数

戸

異動

後数

届　 出　 内　 容　 （○で囲んでください） 　 ご使用場所

1 開　　 　 始 1　一般 2　業務用 3　湯屋用 大阪市 区 丁目 番 号

申込

月 日 申込

開始、中止、異動、届出書

　　大阪市水道局長
（電話 ・ 現場 ・ 文書 ・ 夜間 ・ その他（　　　　　　））

年

開始、中止、異動、届出書

　　大阪市水道局長
（電話 ・ 現場 ・ 文書 ・ 夜間 ・ その他（　　　　　　））

年 月 日

号室棟

大阪市水道事業給水条例に基づき、次のとおり届け出ます。

大阪市の水道は「大阪市水道事業給水条例」、「大阪市水道事業給水条例施行規程」が契約の内容となります。条例等の内容はホームページより確認できます。

届　 出　 内　 容　 （○で囲んでください） 　 ご使用場所

1 開　　 　 始 1　一般 2　業務用 3　湯屋用 大阪市 号区 丁目 番

開　始　年　月　日 年 月 日
住宅名

　 お客さま名

日

電話

2 中　　 　 止

　　1　口座振替 　2　納付書 3
クレジット決済

　 フリガナ

中　止　年　月　日 年 月

（継続払い）　

　　4　現地即収 　5　次回合算

　１　旧お客さま名 電話

　２　転居先 電話

3
お 客 さ ま

（名義）変更

5
共　同　住　宅

入居戸数変更
増数

戸

減数

4 用 途 変 更 1　一 般 2　業務用 3　湯屋用

　１　納入通知書送付場所

ご 本 人 ご 家 族

戸

異動

後数

戸

　１　旧住所 　２　旧調定番号

備　考

6 口座振替継続 届

出

者

大阪市水道事業給水条例に基づき、次のとおり届け出ます。

　住所

7

クレジットカー

ド決済（継続

払い）継続

　フリガナ

　氏名

家　　主 不動産会社 そ の 他

電話

　※ご注意：次の場合は該当箇所に必ずご記入ください。

1　法人の場合は、社名・代表者名

2　納入通知書送付先がご使用場所と異なる場合

3　アパート・マンショ ンの場合は住宅名等

4　届出者がご本人以外の場合

月 日
住宅名

開　始　年　月　日 年
号室

2 中　　 　 止

　　1　口座振替 　2　納付書 3 　 フリガナ

　　4　現地即収 　5　次回合算
　 お客さま名

クレジット決済

（継続払い）　

棟

年中　止　年　月　日 月 日

　１　旧お客さま名 電話

4 用 途 変 更 1　一 般 2　業務用 3　湯屋用

　１　納入通知書送付場所 　２　転居先 電話

調　 　 　 定　 　 　 番　 　 　 号 水　栓　番　号

調　 　 　 定　 　 　 番　 　 　 号 水　栓　番　号

5

6 口座振替継続 届

出

者

ご 本 人 ご 家 族 家　　主 不動産会社

3
お 客 さ ま

（名義）変更

電話
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様式８ 浄活水器等の設置条件承諾書 

申請者（所有者）

住所

　　　　年　　月　　日

浄活水器等の設置条件承諾書

大阪市水道局長　様

 建物所在地

 水栓番号

給水装置への浄活水器等の設置にあたり、下記事項を承諾します。

記

号 建物名称

電話

専

電話

電話

３．浄活水器等に起因して問題が生じた場合は、当方で責任をもって解決します。また、貴局に
　　対して一切意義申し立て致しません。
４．分譲（入居）者には、当方より浄活水器等の使用上の注意及び誓約書の内容を説明し、周
　　知徹底を図るとともに、苦情等については当方が責任をもって対応します。
５．給水装置工事竣工検査時に遊離残留塩素が水道法の定める基準値に満たない場合は撤去
　　します。
６．撤去などに要する費用は当方で負担します。
７．貴局事業には協力し、断水工事等（濁り水等）で浄活水器等に問題が生じた場合は、貴局に
　　は一切異議申し立て致しません。
８．所有権に変更が生じた場合は、速やかに所有者変更を届けると共に、上記内容を継承させ
　　るよう遵守させます。

浄活水器等下流側の管理

 １．浄活水器等の下流側の水質については当方の責任で管理します。
 ２．給水栓末端の水道水中の遊離残留塩素が水道法の定める基準値（０．１ｍｇ／Ｌ）以上にな
　　 るように維持管理いたします。

管　理　責　任　者

浄活水器等のメンテナンス 電話
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様式９ 分担金減免申請書 

電 話

名称

名称

電話

工 事 場 所 区

建 物 構 造

用      途

建物延面積

注　１．確認通知書（建築物）又は、計画通知書の写しを添付してください。

　　２．用途欄に記入の際、住宅については戸数を記入してください。

　　３．工事しゅん工までに用途変更が生じた場合は、速やかに届出てください。

電話 - -指定番号

 使用水量（日量） 

建 設 業 者

指定給水装置
工事事業者

住 所

氏 名

申 請 者 

　　　　年　　月　　日　　

申込番号

　大 阪 市 水 道 局 長　様

分 担 金 減 免 申 請 書
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様式１０ 振込依頼書 

　　　　大阪市水道局長　　様

住　所
氏　名

　次のとおり振込を依頼します。

還付（前受給水工事収益・前受手数料・手数料・その他前受金・その他預り金）

申込番号　　　　　　　　　番　￥

□　債権者登録済の金融機関の口座に振り込んでください。

債権者番号 指定口座

□　次に指定する金融機関の口座に振り込んでください。

水道局記入欄

口座名義

預金種別 口座番号

フリガナ

※　金額の前には必ず￥をつけてください。

※指定口座は、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆよりご指定ください。

金融機関名称 支店名称

振込依頼書
　　　年　　　　月　　　　日

金　　　　　額 円也

内　　　　　　容
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様式１１ 給水装置工事費等納入通知書 
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様式１２ 特例直結直圧式給水事前調査申込書 

 

 
 

 
 

特例直結直圧式給水事前調査申込書 
 

 

                                 申込者 住    所 

氏    名                

電話番号     －     －   

  

下記の建築物に特例直結直圧式給水をしたいので事前調査を申込みます。  

 

給水装置の所在地    区 

建 物 概 要  

建物 ：  □新築    □既設改造 

階層 ：  □４階建て □５階建て 

用途 ：  □共同住宅 □一般住宅 □事務所ﾋﾞﾙ 

使 用 水 量  １日平均使用水量：      ㎥/日 

瞬時最大給水量  ：     ℓ/分 

分 岐 口 径  配水管口径    mm  給水管口径    mm 

建 築 高 建築高さ    ｍ  給水高さ    ｍ 

工 事 予 定  着手   年   月  しゅん工予定   年   月 

 

 

（水道局記入欄） 

 

配水管水圧 
配水管平均水圧測定結果 

  ＭＰa 

判 定 結 果 

特例直結直圧式給水  □可 

・（□４階・□５階）直結直圧式給水を「特例直結直圧式給水条件承諾書」の提出を条件

として特例で承認する。 

・本件給水装置工事は、設計水圧（□0.25MPa・□0.30MPa）として特例で設計するこ

とを承認する。 

 

特例直結直圧式給水  □不可 

・調査の結果、特例直結直圧式給水が困難であると判断しましたので、他の給水方式を検

討してください。 

 

 

 

 

受付番号 

 

受 付 日 年  月  日 

特例4・5階直結直圧式給水判定基準
階層 配水管平均水圧 給水装置の設計水圧

４階 0.300MPa以上 0.250MPa
５階 0.350MPa以上 0.300MPa  
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様式１３ 特例直結直圧式給水条件承諾書（表面） 

 

 

  年  月  日 

 

 

特例直結直圧式給水条件承諾書  
（□新設・□既設改造）  

 
大阪市水道局長  様  

申込者（所有者）  

住  所  

氏  名                 

               電  話 

 

給水装置所在地 

                      

 

 増圧ポンプ（減圧式逆流防止器及び制御装置等を含む。以下同じ。）の設置を留保し、特例直

結直圧式給水により給水を受けるにあたり、下記の条件を承諾します。なお、所有権移転の際

には、後継者に下記の条件を遵守させます。 

 

（１）増圧ポンプの設置及び使用者等への周知 

次の事項を遵守するとともに、使用者等（入居者）に周知します。 

特例直結直圧式給水についての異議申立てを水道局にはいたしません。 

①将来的な諸事情（給水栓を設置する建物の階数、使用水量、系統切替や配水幹線の断

水等による水圧）の変更により給水上の支障が生じた場合又は恐れがある場合は、あ

らかじめ確保したスペースを利用して、当方の費用において増圧ポンプを設置します。

なお、その際には水道局へ届出を行います。 

②制限給水時、事故時及び水道工事等による一時的な水圧低下に伴う上層階での断水や

出水不良が発生した場合は、共用の直圧給水栓を使用します。 

（２）損害の補償 

特例直結直圧式給水に起因して、逆流又は漏水が発生し、水道局若しくはその使用者等

に損害を与えた場合は、責任を持って補償します。 

（３）既設配管使用の責任 

既設の受水槽以下の配管を使用した場合は、当該配管を給水装置として取り扱うことに

なるので、これに起因する漏水等の事故については、設置者（所有者）又は、使用者等の

責任において解決するとともに、水道局の指示に従い速やかに改善します。 

（４）メータ取替時の措置 

計量法に基づくメータ取替の際は、水道局に協力し、断水することを承諾します。 

（５）条例及び規程の遵守 

上記各項の他、取り扱い上必要な事項については、大阪市水道事業給水条例及び同施行

規程並びに関係する規定・基準等を遵守して施行します。 
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様式１３ 特例直結直圧式給水条件承諾書（裏面） 

特例直結直圧式給水建物の維持管理等について

　 お客さまの水道は、現状の配水管の圧力で、建物の４階または５階まで直結直圧式給水
が可能なものとして、特例として増圧ポンプ（減圧式逆流防止器及び制御装置等を含む。
以下同じ）の設置を留保し、直結直圧式給水を承認しています。
　 このため、次の事項を十分ご理解とご承知の上、水道をご使用するよう心がけてくださ
い。

１． 維持管理上の注意事項について
（１）特例直結直圧式給水の設備は、水道法上の給水装置であり、大阪市給水条例第１７条によ
　　り管理上の責任は、所有者、使用者の方々ご自身にあります。
（２）給水栓を設置する建物の階数、使用水量、配水管の水圧その他の事情変更により、給水上
　　の支障が生じた場合又はおそれがある場合には、あらかじめ確保しているスペースを利用し
　　て、増圧ポンプを設置してください。
（３）制限給水時、事故時及び水道工事等による、一時的な水圧低下に伴う上層階での断水や出
　　水不良が発生した場合は、共用の直圧給水栓を使用してください。
（４）増圧ポンプの設置又は特例直結直圧式給水設備以下の給水装置の改造、修繕工事等の工事
　　を行う場合は、大阪市指定給水装置工事事業者に依頼し、水道局に届出を行ってください。
（５）メータの取り替え作業が容易に行え、水道局の検針に支障がないようにしてください。計
　　量法に基づくメータ取替の際は、断水します。
（６）増圧ポンプの設置スペースを確保することを条件に、特例として認めているものですの
      で、今後とも増圧ポンプ設置スペースを確保してください。

２． 所有者又は管理人の変更の届け出について
　所有者または管理人に変更があった場合は、すみやかに水道局に届け出てください。

３． 譲渡する場合等について
　この設備を設置した建物を第３者に譲渡又は賃貸する場合は、増圧ポンプの設置が留保されて
いること及び特例直結直圧式給水条件承諾事項について十分説明し、熟知させてください。

４． 損害の補償について
　 この設備に起因して逆流又は漏水が発生し、損害が生じた場合の補償は、水道局は一切負いま
せんのでご承知願います。

５． 紛争の解決について
　増圧ポンプの設置が留保されていること及び特例直結直圧式給水条件承諾事項について、使用
者等に周知徹底させ、特例直結直圧式給水に起因する紛争等については、当事者間で解決してく
ださい。

６． 断水等が発生する場合について
　水道局の工事等により、断水や濁り水が発生する場合は、あらかじめ水の汲み置き等をお願い
いたします。

大阪市水道局
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様式１４ 維持管理誓約書 
 
   新  設 

維 持 管 理 誓 約 書        建  物 

既  設 

 

  年  月  日 

 

大阪市水道局長 様 

住 所 

申請者氏名                

（所有者）電話 

  

直結増圧式給水を実施するにあたり、下記事項を遵守することを誓約します。 

 

記 

建物所在地  

水 栓 番 号 専 用       号 建 物 名 称  

 
１. 直結給水用増圧装置及び減圧式逆流防止器を含め、給水装置の維持管理については、当方

にて適正に実施します。 
（１）直結給水用増圧装置及び減圧式逆流防止器は、年１回以上の保守点検を実施します。 
（２）緊急時に迅速かつ的確な対応が図れるように下記の２つの措置を実施するか、電話回線

等を利用した 24 時間監視装置等、下記の２つと同等以上の措置を講じます。 
（ア）直結給水用増圧装置には、警報装置を設置すること。 
（イ）管理責任者等の連絡先を標示板に記入し、ポンプ室及び管理人室に設置して周知を

図ること。 

管 理 責 任 者  
住 所 

氏 名            電話 

給 水 装 置 の 維 持 管 理 
住 所 

氏 名            電話 

増圧装置及び減圧式逆流

防止器の維持管理 

住 所 

氏 名            電話 

  なお、入居者へは当方において直結給水用増圧装置による給水方式であることを説明し、上
記管理責任者等を周知させるとともに、配水管工事、メータ取替並びに事故等による断水や減
水時の入居者への広報、及びそれに伴うバルブ操作を含む装置の管理や費用についても、管理
責任者により対応します。 
  計量法に基づくメータ取替えの際は、水道局に協力し、断水することを承諾します。 
 
２. 直結給水用増圧装置は、水道局設計施行基準に基づき下記製品を設置します。 

メーカ名  

揚  程       ｍ 出   力 Kw 給  水  方  法 

直 接・高 置 吐 出 量 ℓ/min 口   径 ㎜ 

  なお、将来、適用範囲を超える水使用実態が生じた場合、速やかに受水槽方式に変更しま
す。 

 
３. 給水装置の所有権に変更が生じた場合は、速やかに所有者変更届を届出ると共に、上記内
容を継承させます。 

 
４．将来、直結給水用増圧装置等の故障により生じた断水等の問題には、当方が適切に対処す
ることを誓約します。  



3‐24 

 

様式１５   給水方式の特例適用条件承諾書（同意書） 

　　　　大阪市水道局長　様　　

申請者　 住所

氏名

同意者 氏名

氏名

氏名

　工事場所　　　　　　　　区　　　　　　

　　　年　　　　月　　　　日

承　　諾　　書（同意書）

　上記場所における給水装置工事で「給水方式の特例」の適用にあたり、将来、
これに関して発生する一切の異議については、申請者並びに同意者の方で適宜処
置することを承諾（同意）いたします。
　おって本栓に対する権利移転の節は、承継者をして上記条件を遵守させます。
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様式１６ 受水槽設置通知書 

　　年　　月　　日

）

 給水工事申込番号
 No.

-

健康局
生活衛生監視事務所

環境衛生監視課

）

（電話） -

水道局
東部水道センター

　
　総容量　　　　　　　ｍ３

　※
　有効容量　　　　　　ｍ３

給 水 装 置 工 事
業  者  名 及 び
住  所 ・ 電  話

給水工事しゅん工
予定年月日

（

受付欄

電話 （

設置数 容量

　縦：　　　　　ｍ
　横：　　　　　ｍ
　高：　　　　　ｍ
　　　　　 　　 型

　
　総容量　　　　　　　ｍ３

　※
　有効容量　　　　　　ｍ３

-

水道局
給水課

　　年　　月　　日
建物しゅん工
予定年月日

設置数 容量

電話

-建築工事の業者名

　FRP製

　鉄筋コンクリート製

　その他（　　　）

　縦：　　　　　ｍ
　横：　　　　　ｍ
　高：　　　　　ｍ
　　　　　 　　 型

 塔屋（　階）

 屋上

 その他（　）

圧
力
水
槽

高
置
水
槽

設置位置

形状・寸法

構造

　FRP製

　鉄筋コンクリート製

　その他（　　　）

形状・寸法

建物内の内・外

　　地　上

　　地　下

　　半地下

設置位置

氏名

住所

従用途

主用途建物
用途

申込者
〔所有者〕

構造

受
水
槽

　　　年　　　月　　　日

受 水 槽 設 置 通 知 書

階地下

建築物名称

※各有効容量は通常の最高水位（ボールタップ等）と最低水位（揚水管の下端）の間の容量を記入のこと。
※設置した受水槽が簡易専用水道に該当する場合は、建物所在地を所管する生活衛生監視事務所へ簡易専用水道使用届を
届け出ること。

階数建築物所在地
階地上

区
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様式１７ 受水槽撤去通知書 

水道局
給水課

健康局

階地上

（電話） - -

　　　年　　　月　　　日

受 水 槽 撤 去 通 知 書

建　物　所　在　地 区

ｍ３　　　　　　　　　　

階数

連　　　絡　　　先

地下

-

※直結増圧への改造後も既存の高置水槽を使用する場合、及び既設の受水槽を防火用として用途変更
する場合は、備考欄にその旨を記入し、高置水槽を使用する場合はその有効容量を記入すること。

　備考

電話

生活衛生監視事務所
環境衛生監視課

　　　　　年　　　　　月　　　　　日

建　 物 　名 　称

　　有　　（施設番号　　　　　　　                 　　　　　　　　）

　　無

撤　去　年　月　日

階

）（

撤　去　受　水　槽
（ 有  効  容  量 ）

※撤去又は用途変更した受水槽が簡易専用水道に該当する場合は、建物所在地を所管する生活衛生監視事
務所へ簡易専用水道廃止届を届け出ること。

　１　直結給水方式への変更
　２　建物解体による
　３　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

受　　　付　　　欄

給水装置工事業者名
及 び 住  所  ・  電 話

撤　　去　　理　　由

簡易専用水道使用届
の届出有無

水道局
東部水道センター
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様式１８   現地調査表（表面） 
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・
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・
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・
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路

　
・
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※
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・
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・
　

　
　

未
　

現
地

環
境

住
宅

街
　

　
・
　

　
繁

華
街

　
　

・
　

　
工

場
地

帯
※

　
現

地
の

環
境

か
ら

施
工

時
間

帯
及

び
安

全
確

保
の

た
め

の
道

路
使

用
（
交

通
処

理
図

）
に

つ
い

て
把

握
検

討
し

て
く
だ

さ
い

。

掘
削

同
意

　
取

得
　

　
：
　

　
　

　
　

済
　

　
　

・
　

　
　

未
　

公
　

図
　

確
認

日
　

　
  

  
　

　
年

　
　

  
  

月
  

  
　

　
日

　
　

確
認

日
　

　
  

  
　

　
年

　
  

 　
月

　
  

  
　

日

登
記

簿
確

認
日

　
　

　
  

  
　

年
  

  
　

　
月

  
  

　
　

日
　

未
認

定
道

路
部

分
の

確
認

有
　

　
　

　
・
　

　
　

　
無

固
有

財
産

特
定

図
確

認

※
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・
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・
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A
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※
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道
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、
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道
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等
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で
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る
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国
道

事
務

所
　

  
　

  
　

年
　

  
  

  
　

月
　

  
  

  
　

日
　

　
　

　
　

　
　

　
国
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※
　

A
ｓ
舗

装
＋

路
盤

で
構

造
が

異
な

り
ま

す

【
現

地
調

査
】

【
認

定
道

路
】

現
　

　
地

　
　

調
　

　
査

　
　

票
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定
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事
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名

調
査

・
工

事
場

所
区
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様式１８   現地調査表（裏面）

 （
参

考
）

 
現
地
状
況
に
よ
り
確
認
す
る
事
項
は
変
わ
り
ま
す
の
で
、
一
つ
の
事
例
と
し
て
取
り
扱
い
願
い
ま
す
。

 
 

１
 
給
水
装
置
工
事
申
込
場
所
付
近
の
住
宅
地
図
等
の
用
意
し
現
地
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
 

２
 
現
地
及
び
管
理
者
の
確
認

 

○
 掘

削
す
る
道
路
の
種
別
は
国
道
・
府
道
、
市
道
、
行
政
財
産
、
下
水
道
敷
等
の
ど
れ
で
す
か
。
 

○
 道

路
の
管
理
者
は
誰
で
す
か
？
（
国
道
事
務
所
、
建
設
局
工
営
所
、
建
設
局
管
理
課
、
都
市
整
備
局
、
教
育
委
員
会
等
）
 

○
 国

道
の
場
合
は
、
国
道
○
号
線
に
よ
り
管
轄
が
変
わ
り
ま
す
の
で
、
建
設
省
近
畿
地
建
北
大
阪
国
道
事
務
所
又
は
建
設
省
近
畿
地
建
西
大

阪
事
務
所
で
舗
装
種
別
を
調
べ
て
く
だ
さ
い
 

 
・
舗

装
構
造
は
街
区
に
よ
っ
て
異
な

る
の
で
工
事
場
所
付
近
地
図

を
も
と
に
掘
削
予
定
カ
所
の

舗
装
種
別
と
舗
装
構
造
を
確

認
し
て
く
だ

さ
い
。
 

 
・
歩
道
が
平
板
又
は
イ
ン
タ
ー
ロ
ッ
キ
ン
グ
舗
装
の
場
合
は
、
平
板
等
の
石
の
仕
様
の
確
認
も
お
願
い
し
ま
す
 

○
 市

認
定
道
路
の
場
合
、
管
轄
し
て
い
る
工
営
所
に
出
向
き
、
掘
削
カ
所
の
舗
装
種
別
（
車
道
部
・
歩
道
部
）
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
 

例
 
A0
8
-2
0（

車
道
）
 
→
 
AS
8c
m＋

路
盤

20
cm
 
 
 
 

 A
F0
3-
10
（
歩
道
）

 
→
 
AS
3c
m＋

路
盤

10
cm
 

○
 掘

削
場
所
が
舗
装
施
工
年
次
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
 

○
 道

路
は
場

合
に
よ
っ
て
道
路
幅
員
の
な
か
複
数
の
権
利
者
（
市
認
定
道
路
及
び
行
政
財
産
等
）
が
存
在
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
法
務
局

で
公

図
を

確
認

す
る

こ
と

や
建

設
局

管
理

課
又

は
工

営
所

で
固

有
財

産
特

定
図

を
確

認
す

る
こ

と
な

ど
か

ら
地

権
者

を
確

認
し

て
く

だ

さ
い
。
 

○
 そ

の
他
道
路
に
は
、
港
湾
局
が
管
理
す
る
港
湾
道
路
や
河
川
に
近
接
し
た
場
所
で
の
工
事
の
場
合
、
河
川
区
域
や
河
川
保
全
区
域
の
範
囲

の
確
認
が
必
要
で
す
。
 

○
 河

川
保
全

区
域
等

を
掘
削

す
る

場
合
は

、
申
込

者
に
て

管
理

者
と
事

前
協
議

し
、
承

諾
を

得
た
後

、「
河
川
占

用
許
可
申

請
書
」

を
作

成

し
、
東
部
水
道
セ
ン
タ
ー
に
提
出
す
る
こ
と
。
 

○
 行

政
財
産
（
建
設
局
、
都
市
整
備
局
、
教
育
委
員
会
な
ど
）
に
つ
い
て
は
、
管
理
者
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
 

○
 管

理
者
の
調
査
確
認
が
不
十
分
な
場
合
、
そ
の
許
可
取
得
に
日
数
を
要
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。
 

○
 下

水
道
敷
で
の
工
事
は
、
給
水
装
置
工
事
設
計
施
行
基
準
の
と
お
り
申
込
者
で
の
申
請
と
な
り
ま
す
。
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様式１９ 大阪ガス㈱のＦＡＸ送付・回答書 

一 般 給 水 工 事   ＦＡＸ送付・回答書 
 

受 信 者 

大阪ガス株式会社 大阪事業本部 設備営業部 

保全チーム 導管情報部 

電 話 ０６－６５８６－３１９７ 

ＦＡＸ ０６－６５８３－０８００ 

回答日     年  月  日  時 

発 信 者 

連絡先                         

                                    

電 話                 

ＦＡＸ                 

発信日     年  月  日  時 

 

工事通知書       通 

総発信枚数       枚 

備   考 

 

 

工事着工連絡は保全チーム他工事グループ 06-6586-3196 へお願いします。 
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様式２０ 大阪ガス㈱並びに他企業の工事施工通知書 

様

（担当）

工事 書

　　　　　　　年　　　　　　月 号

布設 口径×延長 ｍ

撤去 口径×延長 ｍ

電話　　　　　－　　　　　　－

電話　　　　　－　　　　　　－

備
　
　
　
　
考

指示事項
及び回答

（担当者・連絡先）

工　事　場　所

工　　　　　　期 　　　　　年　　　月　　　日　　から　　　　　　　年　　　　月　　　　日まで

工　事　概　要 工種

連絡先

施工者

責任者

水道局

担当者

　　　年　　　月　　　日

大　　阪　　市　　水　　道　　局

施行通知

立会依頼

調整年月日及び番号

工　事　名　称 給　水　装　置　工　事

    下記のとおり工事（添付図）を施工しますので通知します。当工事により貴局・社管理の施設 に影響を及ぼす
場合は、調査のうえ立会願うと共に保全措置等についてご指示ください。
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位 置 図（注）住宅地図を添付し、工事場所に×印を記入すること。 

 

詳 細 図（注）配水管並びに給水管の口径表示の前にＷと明記すること。 
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様式２１ 給水装置工事に伴う道路掘削及び路面復旧に関する履行誓約書  

   年  月  日 

 

給水装置工事に伴う道路掘削及び路面復旧に関する履行誓約書 

 

大阪市水道局長 様 

給水装置工事申込者 

住所 

氏名                 

電話 （     ） 

 

指定給水装置工事事業者 

指定番号 

住所 

事業者名 

代表者                

主任技術者 

電話（     ） 

 

大阪市    区    町   丁目   番   号で申し込みました、給水装置工事の道路部分

の施工にあたっては次のとおり誓約いたします。 

 

１  水道法、道路法、道路交通法、大阪市水道事業給水条例、道路占用規則、水道局土木工事

共通仕様書、給水装置工事設計施行基準、警察及び道路管理者の許可条件又は土地所有者

の承諾条件、その他の関係法令等を遵守し施工します。 

また、貴局職員の指示がある場合はそれに従い、選任した給水装置工事主任技術者を技術

上の管理及び指導監督にあたらせます。 

 

２  工事現場には必ず現場責任者を常駐させ、常に道路使用許可書及び道路占用承認書の写

し、大阪ガス株式会社の回答書及び関連する埋設企業体へ提出した施工通知の回答書等を

携行します。 

 

３  配水管等から給水管の分岐、布設及び撤去を行うにあたり、必要な技能を有する者を従事さ

せ、又はその者に工事に従事する他の者を監督させます。特に配水管等からの分岐穿孔・撤

去は、貴局指定の講習を受講した技能者に施工させ、その者に穿孔講習会修了証の写しを携

行させ、貴局職員が確認を求めた場合は提示します。 

 

４  道路管理者の許可条件に従い、管布設、埋戻し及び道路復旧工事等全ての工程が完了で

きるように計画的に施工します。また、原則、天災等の避けることができない場合以外は、道路

管理者に対する工事期間の延長申請を依頼しません。 

 

５  工事施工日は事前に連絡し、貴局職員と日程調整を行い、施工立会を受けます。 

 

６  施工の状況を確認できる写真（以下「施工状況写真」という。）をその各工程（舗装一次・二次

本復旧完了時）において、必要箇所を漏れなく撮影（様式 22 及び水道局土木工事共通仕様書 
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参照）し、下記提出期限までに必ず提出します。 

なお、施工状況写真の不足や不明瞭であること等により、貴局及び道路管理者から適正な

施工状況が確認できないと指示された場合は、貴局の指示により、当該箇所の再掘削及び再

復旧を実施し、これに要する費用を負担します。 

   また、他企業等において、舗装二次本復旧を行う場合についても他企業等から施工状況写

真を取得し提出します。 

 

【提出期限（施工状況写真）】 

・管工事（舗装一次本復旧）完了時 

施工日から２週間以内 

    ※２週間以内に舗装二次復旧を行う場合は面積立会日までに提出 

・舗装工事（舗装二次本復旧）完了時 

施工日から２週間以内 

    ※給水装置工事跡舗装復旧完成報告書（様式 22）に添付し提出 

 

７  道路部分の埋戻しにあたっては、水道局土木工事共通仕様書において指定された材料を使

用し、路床はランマー等で転圧し、管底、管側面は間隙のないように各層ごとに十分締固め、

陥没、沈下等が生じないように水道局土木工事共通仕様書に定める方法に従って適正に施工

します。 

 

８  舗装一次本復旧完了後は、当該箇所に「水どう」（給水装置工事設計施行基準の図２-32 参

照）と表示します。 

 

９  市道及び国道の舗装二次本復旧に係る面積立会検査の際は、貴局及び道路管理者の指示

に従います。 

 

10  未認定道路の舗装二次本復旧に係る面積立会検査の際は、貴局及び土地所有者の指示

に従います。 

 

11  埋戻工事の完了後、貴局が道路管理者及び土地所有者の完成検査に合格するまでの間は、

その責任において当該箇所の路面の維持管理を行い、当該箇所の路面に陥没等の事象が発

生した場合は速やかに補修を行います。なお、貴局が緊急対応を行った場合、それに要した費

用を負担します。 

 

12  道路部分に起因する瑕疵の存在が判明し、貴局がその瑕疵の修補又は修補に代え若しくは

修補とともに損害の賠償を請求（当局が道路管理者又は土地所有者の完成検査に合格した日

から２年以内になされたものに限る。）された場合はこれに応じます。 

 

13  工事に起因して第三者に損害又は問題等が生じた場合は誠実に対応し、当方の責任にお

いて全て解決します。  
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様式２２ 給水装置工事跡舗装復旧完成報告書 

年

-

指定給水装置工事事業者

住　所

日

給水装置工事跡舗装復旧完成報告書

大阪市水道局長　様

指定工事店名

月

-

-

：

電話

電話 -

施工前に１回

申 請 番 号

撮　影　項　目

工 事 場 所 区

しゅ ん工 年度

申 込 番 号

施工前 　舗装道路の路面状況

区　分
工　種

（種　別）

下記の給水装置工事に伴う舗装本復旧工事が完成しましたので、施工状況写真を添付し報告いたします。

申 込 者

撮影時期
写真
有無

実 施 日

有 ・ 無

　仕上り状況

：

　仕上り状況 施工後

許 可 番 号

　自　　　年　　月　　日　　～　　至　　　年　　月　　日

有 ・ 無

施工前

施工状況提出写真

有 ・ 無

　平板、ブロック等の設置状況

撮影頻度

有 ・ 無

　タックコート・プライムコート散布状況

完成後に１回

施工延長40m
毎に１箇所

　仕上り状況 施工後 有 ・ 無

　コンクリートの打設状況 施行中 有 ・ 無

　プライムコートの散布 施行中 有 ・ 無

施工後 有 ・ 無　仕上り状況

完成後 有 ・ 無

　敷均し、転圧状況（不陸整正含む）
施行中

施工後
有 ・ 無

有 ・ 無

　切断状況 施行中

施行中

完成後

路面切断

有 ・ 無

　施工状況 施行中 有 ・ 無

　基層・表層の厚さ、転圧の状況
施行中

施工後

　舗装道路の復旧状況

路　盤　工

　基礎コンクリートの打設状況 施行中

施行中 有 ・ 無

施工後 有 ・ 無

施工後 有 ・ 無

有 ・ 無

代表者氏名

　境界石の据付状況 施行中

道路復旧工事

路面標示

境界石据付

歩道舗装

アスファルト舗装

　厚さ
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様式２３ 給水装置工事申込取消届 

住所

区 　　　　　　

電話

電話

　備　　　　考

　申　込　者

　指定給水装置工事事業者

代表者氏名

氏名

申込年月日 　　年　　月　　日

　工事場所

給水装置工事申込取消届

　　　年　　　月　　　日      

　大 阪 市 水 道 局 長 様

住所

申込番号
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様式２４ 水道管理図閲覧・概要説明申込書 

受付番号

 水道管理図閲覧・概要説明申込書
　　　　年    　月   　 日    

（提出先）大阪市水道局長

（フリガナ）
氏　名

連絡先 ― ―

申請場所
区

目的
□設計審査
□不動産売買、鑑定評価に関する物件調査
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　上記申請場所における給水装置（引き込み管）の概要を確認する場合には、該当する
項目□にチェック及び記入をして下さい。

□私は上記申請場所における給水装置の使用者又は所有者である。
（フリガナ）

申請場所における 氏　名
使用者又は所有者名 電　話

□私は上記申請場所における給水装置の使用者又は所有者からの委任を受けた者である。

上記閲覧者を代理人と定め、給水装置の概要確認の手続きを委任します。
（フリガナ）

申請場所における 氏　名
使用者又は所有者名 電　話

 注意事項
 ・上記太枠のみ記入して下さい。
 ・上記閲覧者について本人確認をさせていただくことがあります。
　（あらかじめ本人であることを証明できる書類（運転免許証、健康保険証等）をご持参ください。）
 ・水道管理図の記載内容（水道管埋設位置、より、深さ、家形、道路図形等の表示）は、現況と整合していな
   い場合があります。また、図面の提供はできません。
・給水装置に関する概要の説明を受けることができるのは、使用者又は所有者及び代理人のみとなり、概要の
 　説明は口頭で行わせていただきます。
 　　代理人について、委任の確認ができない場合は概要の説明を行うことはできません。
　 　また、説明する概要は、給水装置の引き込みの有無・引き込み位置・メータ口径となり、給水装置が記載
　　 されている図面の閲覧・提供はできません。
 ・給水装置の新設及び改造等の工事が必要な場合は、東部水道センターへご相談ください。

 ・本申込書から得られた個人情報は、閲覧者又は使用者又は所有者の確認、及び閲覧に関する業務の参考で利
 　用させていただきます。

水道局記入欄
□閲覧者 □調査項目等
□給水装置 □その他

（ ）

閲
覧
者

調
査
目
的
等
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様式２５ 給水装置工事しゅん工図書交付申請書 

給 水 装 置 工 事 し ゅ ん 工 図 書 交 付 申 請 書

大　阪　市　水　道　局　長　様

    下記のとおり、給水装置工事しゅん工図書の交付を申請します。

  申請年月日  　  　　　　年　  　月　  　日

 指定給水  住         所

 装置工事  会   社   名

 事 業 者  代 表 者 名

 （請求者）  担 当 者 名

連絡先
　電話 　　　 　　－　　　 　　－

　設計のため　（　新　設　・　増　設　・　改　造　・　撤　去）

　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

住所
電話

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　

　窓口　・　指定納付書による振込

　　　　　　申　請　す　る　し　ゅ　ん　工　図　書　の　情　報

注意事項

　・　太線内は、必ずご記入して下さい。

施主交付申込み同意の欄にご記入がない場合は交付できません。
水栓番号等不明の際は、住宅地図等に申請場所を指示して申請書と合わせて送付して下さい。

　・　送付先につきましては、事業委託先である（株）大阪水道総合サービスにお願いします。

住　　 　所　　： 大阪市住之江区粉浜１丁目１５番１６号（旧粉浜営業所）

大阪市水道局西部水道センターサテライト１階

電話番号　： ０６－４７０１－８８５８　　　ＦＡＸ　：　０６－６６７１－８２０１

交 付 時 間　： 午前 ９：００ ～ 午後 ５：３０まで　（土 ・ 日曜日、祝 ・ 休日、12月29日～1月3日を除く）

　・　大阪市水道事業給水条例第18条の2及び第34条により、手数料を１件あたり７５０円徴収いたします。

手数料につきましては、徴収委託先であります（株）大阪水道総合サービスから請求いたします。

　本申請書から得られた個人情報につきましては、業務にのみ使用いたします。
　事業委託先である（株）大阪水道総合サービス以外の第三者に提供することはありません。

  指     定     番     号

電     話     番     号
　　送付先
　　　ＦＡＸ 　　　 　　－　　　　　 　　－

目                   的

交　　付　　方　　法 　窓口　・　FAX　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

施主交付申込み同意

　上記目的のため指定給水装置工事事業者（請求者）が請求している給水装置
しゅん工図書の交付について同意いたします。

  納     金     方     法

調    定    番    号

水    栓    番    号

給水装置所在地

※申請所在地の現状やマンション・ビル名等を記入して下さい。

　　　　　　　　区　　　　　　　　　　　

お    客    様    名

備　　　　　　　　考

受    付    番    号
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（参考） 

給水装置工事しゅん工図書交付申請書に添付する地図作成例 

 

○ ○ ○ 丁 目 

○ 番 

（ 良 い 例 ） 

申  請  

地 

○ 番 

○ 番 

○○○小学校 

○○公園 

（ 悪 い 例 ） 

申  請  

地 
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様式２６ 穿孔講習会修了者の取り扱い中止の届 

 

 

 

 

 

穿孔講習会修了者の取り扱い中止の届 
 

 

 

配管技能者番号            

氏     名            

 

 

 

穿孔講習会修了者の取り扱いの中止について届け出します。 

 

 

 
 

 

 

講習会の内容と受講年月日   

 

    甲 形 分 水 栓 穿 孔 講 習 昭和・平成  年  月  日 

 

耐震防食型分水栓穿孔講習 昭和・平成  年  月  日 

 

不 断 水 穿 孔 講 習 昭和・平成  年  月  日 

 

 

 

取扱中止の理由 

 



3‐40 

 

様式２７ 配水管分岐合議書 

配水管分岐合議書（    ） 

配水課長 

給水課長 
様 

  年    月    日 

所 長 課長代理 担当係長 担当係長 係 員 

     

配水管分岐について次のとおり合議します。 

工 事 場 所  配 水 管 口 径   mm 

申 込 者   配 水 管 水 圧   

計 画 給 水 量   給 水 管 口 径    mm 

住 居 数          戸 メ ー タ 口 径    mm 

延 床 面 積      受水タンク容量     m3 

そ の 他     

協 議 内 容    

 様 

    年    月    日 

担当課長 課長代理 担当係長 担当係長 係 員 

     

担当課長 課長代理 担当係長 担当係長 係 員 

     

 

 

承認番号 

承認年月 

  

事前  

正規 
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様式２８ 分担金徴収算定書 

 

口
径

数
量

金
額

口
径

数
量

金
額

口
径

数
量

金
額

（
　

　
　

　
　

. 
  

  
  

  
  

 .
  

  
  

 )

口
径

数
量

金
額

口
径

数
量

金
額

口
径

数
量

金
額

（
　

　
　

　
. 
  

  
  

  
  

 .
  

  
  

  
 )

口
径

数
量

金
額

口
径

数
量

金
額

口
径

数
量

金
額

（
　

　
　

　
　

. 
  

  
  

  
  

 .
  

  
  

 )

（
注

）
 １

．
減

免
対

象
の

用
途

欄
に

は
、

住
宅

、
公

衆
浴

場
、

社
会

福
祉

施
設

（
私

設
）
を

記
入

。
（
住

宅
用

に
つ

い
て

は
、

数
量

の
み

記
入

）
２

．
社

会
福

祉
施

設
等

の
メ

ー
タ

口
径

は
、

水
量

計
算

に
よ

る
。

３
．

加
算

対
象

と
は

、
メ

ー
タ

口
径

４
０

㎜
以

下
で

昭
和

４
８

年
１

１
月

１
日

以
降

竣
工

し
た

も
の

で
今

回
徴

収
対

象
に

な
る

も
の

。
 

分
　

担
　

金
　

徴
　

収
　

算
　

定
　

書

申
込

年
月

日
申

込
番

号
申

込
者

工
事

場
所

徴
収

対
象

減
額

・
加

算
対

象
減

額
対

象
徴

収
分

担
金

（
納

付
年

月
日

）

申
込

年
月

日
申

込
番

号
申

込
者

工
事

場
所

徴
収

対
象

減
額

・
加

算
対

象
減

額
対

象
徴

収
分

担
金

（
納

付
年

月
日

）

申
込

年
月

日
申

込
番

号
申

込
者

工
事

場
所

徴
収

対
象

減
額

・
加

算
対

象
減

額
対

象
徴

収
分

担
金

（
納

付
年

月
日

）



3‐42 

 

様式２９ 給水装置工事改善指示書 

　 所　長 課長代理 担当係長 調　査 係　員

東部水道センター　　Ｎｏ.

 年　月　日検査

１  現地と竣工図面が相違している 指示内容
２  施工状況が竣工図面と相違している
３  メータ、止水栓、制水弁の位置不良
４  施工方法が不良
５  未検査材料、規格外材料を使用している
６  その他、条例、規程、指示事項に違反している

再検査
手数料

領収書
番　号

合　格
不合格

　

東部水道センター　　Ｎｏ.

 年　月　日検査

１  現地と竣工図面が相違している 指示内容
２  施工状況が竣工図面と相違している
３  メータ、止水栓、制水弁の位置不良
４  施工方法が不良
５  未検査材料、規格外材料を使用している
６  その他、条例、規程、指示事項に違反している

再検査
手数料

領収書
番　号

合　格
不合格

給水装置工事改善指示書

申込番号 申込年月日

指定給水装置工事

事業者 指示年月日

給水装置工事

主任技術者 検査員

工事施工技能者 工事場所

記

 □新設　□改造  □増設　左記工事の竣工検査の結果、下記のとおり不良箇所があるので、　年　月　日までに改善するよう指示した。

申込番号 申込年月日

控
用

年　　月　　日徴収

給水装置工事改善指示書

検査員

工事施工技能者 工事場所

指定給水装置工事

事業者 指示年月日

給水装置工事

主任技術者

 □新設　□改造  □増設　左記工事の竣工検査の結果、下記のとおり不良箇所があるので、　年　月　日までに改善するよう指示した。

再検査年月日

再検査年月日

事

事

業

者

交

付

用

指

定

給

水

装

置

工

年　　月　　日徴収

記

 


